
◆農山漁村地域の暮らしを支えたい 

効率的に交通サービスを提供したい・・・ 

【取組み課題】 

 

 

 
 

 

 

 

名 称 佐井村過疎地有償運送 

場 所 青森県佐井村 

取組みの 

背景 

○佐井村は、下北半島の端部に位置し、南北 40km に渡る細長い地域で、人口減少、少子高

齢化が進む過疎地域である。（海岸線に 8 集落と山間部に 1 集落が点在）。 

○村内には、３つのバス路線があるが、村中心部を除き、バスを利用してむつ市への日帰り

移動は不可能な状況にあった。また、牛滝地区、福浦地区は陸上公共交通の空白地帯と

なっており、車を持たない住民は、家族や知人による送迎に頼らなければならず、集落に閉

じこもる傾向があった。 

○このため村では、一定の条件を満たしたボランティア運転手が利用者の予約に応じて、自

宅と目的地の間の送迎を行うデマンド型の過疎地有償運送の取組を行っている。 

取組みの 

概要 

○過疎地有償運送制度の許可に基づき、県と村で、ボラン

ティア運転手がマイカーで住民を有償で運送する実証実

験を平成 17 年 11 月から実施した。 

○平成 18 年度からは本格運行となり、村の社会福祉協議

会が協力して、協議会の職員と住民合わせて現在 12 名

がボランティア運送を行っている。 

○運賃はタクシーの半分程度となっている。 

○利用者は会員登録したうえで、前日までに予約する。ボ

ランティア運転手が利用者の予約に応じて、自宅と目的

地の間の送迎を行う。 

○ボランティア運転手は佐井村の居住者で、適正診断や安全講習を受けることとなっている。

○運賃はゾーン制となっている。村内 8 および村外 8 のゾーンを設定し、ゾーン間の運賃を定

めている。乗客 1 人が利用する場合は、同一ゾーン内の 400 円から一番遠いゾーン間の

4,000 円まで、それぞれ運賃が設定されている。2 人以上で利用する場合は、「１台当たり

の運賃」として、同一ゾーン内の 600 円から一番遠いゾーン間の 7,800 円まで、それぞれ

運賃が設定されている。 

○過疎地において住民同士が助け合って公共交通を創り上げた例である。 

活用制度・

事業 

○道路運送法（過疎地有償運送） 

・平成 17 年度に青森県の「生活交通ユニバーサルサービス構築モデル事業」の指定を受

け 1/2 の補助を得ている。 

取組みの 

効果 

○利用者数は以下の通りで、生活移動手段の確保に寄与している。 

・平成 17 年度（11 月～3 月） ： 1,131 人 

・平成 18 年度： 2,670 人 

・平成 19 年度： 2,785 人 

・平成 20 年度： 2,413 人 

○通院や買物、バス停までの送迎等に利用されている。 
 

出典：国土交通省ホームページ 

東北圏の集落は広大な農山漁村地域に散在していることから、公共交通が運行されていない地域やバス

停まで遠く便数が少ない地域などがある。街なかの公共公益施設等へのアクセスなど、生活利便性を確保

していくためには、効率的な交通手段を確保していくことが必要。 

【青森県佐井村】 

⇒上記の課題に対し、佐井村ではボランティア運転手によるデマンド型交通の取組みを行っている。 

問い合わせ先：佐井村総務課 【TEL】0175－38－2111


